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VOL .6市制 60周年記念特別企画

寄
稿
者
　丹
農
　秀
知

監
修
　   

佐
野 

謙
太
郎

　市制60周年を記念して「高石の歴史を紐解くコラム」を毎月連載します。長い年月をこえて受け継がれてきた高石の記憶を、
皆さんと一緒にたどっていきましょう。

綾
井
城
と
専
稱
寺

次回の高石の歴史を紐解くコラムは、「歌川広重が描いた高師のはま」です。お楽しみに！

　
高
石
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
専
稱
寺
の
寺
地
に
は
︑
か
つ
て
綾
井
城
が

あ
り
ま
し
た
︒故
に
城
蹟
山
専
稱
寺
と
号
し
ま
す
︒13
世
紀
後
半
か
ら
末

に
か
け
て
築
城
さ
れ
た
綾
井
城
の
最
初
の
城
主
は
記
録
に
あ
り
ま
せ
ん

が
︑城
の
名
前
か
ら
考
え
て
︑こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
綾
井
氏
と
思
わ
れ

ま
す
︒

　
綾
井
城
の
名
が
初
め
て
文
献
に
出
て
く
る
の
は
南
北
朝
時
代(

14
世

紀)

の
田
代
文
書
で
す
︒

　
そ
の
後
︑
16
世
紀
後
半
に
織
田
信
長
に
仕
え
た
泉
南
出
身
の
沼
間
任

世
が
城
主
に
な
り
ま
す
︒し
か
し
︑
石
山
寺
合
戦
に
出
陣
し
て
多
く
の
一

族
が
討
ち
死
に
し
︑そ
の
後
綾
井
城
は
廃
城
と
な
り
ま
し
た
︒

　
南
北
朝
時
代
は
︑両
朝
の
勢
力
が
入
り
乱
れ
︑綾
井
城
は
重
要
な
戦
略

拠
点
と
し
て
争
奪
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
で
す
︒昭
和
63
年
︵
１
９
８
８

年
︶専
稱
寺
の
本
堂
改
築
に
先
立
っ
て
発
掘
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
多

く
の
遺
物
と
共
に
城
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
︒

　
城
は
信
太
山
か
ら
西
へ
張
り
出
し
て
い
る
低
い
台
地
の
西
側
に
台
地

の
地
形
を
利
用
し
て
築
い
て
い
ま
す
︒海
岸
の
平
地
と
信
太
丘
陵
を
一

望
で
き
る
立
地
で
し
た
︒

　
文
禄
2
年(

１
５
９
３
年)

綾
井
城
跡
に
助
松
村(

泉
大
津
市)
よ

り
寺
が
移
転
し
て
き
て
城
蹟
山
専
稱
寺
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
︒昭
和
30

年
代
︑ま
だ
宅
地
開
発
が
進
ん
で
い
な
い
こ
ろ
︑は
る
か
西
か
ら
専
稱
寺

を
望
む
と
︑
水
田
の
向
こ
う
の
小
高
い
丘
の
上
に
白
壁
を
め
ぐ
ら
せ
た

美
し
い
風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
︒

　
戦
乱
に
明
け
暮
れ
た
南
北
朝
か
ら
令
和
へ
︒今
︑
綾
井
城
跡
・
専
稱
寺

は
平
和
な
街
並
み
の
中

に
あ
り
ま
す
︒訪
れ
た

人
に
︑
登
城
記
念﹁
綾
井

城
跡
﹂
を
販
売
し
て
い

ま
す
︒

じ
ょ
う
せ
き
ざ
ん

問合先　地域創生課☎（275)6082　

※販売している御城印にはお
寺の名前が刻まれており、珍
しいものとなっています。
ぜひ足を運んでみてはいかがで
しょうか。

※販売している御城印にはお
寺の名前が刻まれており、珍
しいものとなっています。
ぜひ足を運んでみてはいかがで
しょうか。

ぬ
ま
こ
れ

よ
し

市制60周年を記念し、障がい者の社会参加の促進、創作活動の奨励、障がい者と健常者との
ふれあいの場として障がい者アート展を開催します。多数の方々 の応募をお願いします。

期間　9月 23日（水・祝）午後 1時から 
　　　9月 26日（土）午後３時まで

障がい者アート展
市制60周年記念

問合先　高齢・障がい福祉課☎（275）6294

場所　アプラたかいしギャラリー

対象　市内に在住、在学、在勤又は高石市内社会
　　　福祉施設に在籍している身体障がい者手
　　　帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
　　　をお持ちの方。

陶芸　絵画　手芸　工作　書道　生花　その他の作品（共同作品も出展可能）

申込期間　８月１０日（月）～８月３１日（月）
搬　　入　９月２３日（水・祝）午前９時～正午まで
搬　　出　９月２６日（土）午後３時３０分～午後５時まで
※搬入・搬出とも必ず時間内に終えるようにしてください

作品募集

出展作品出展作品

応募　高石市障がい者アート展出展申込書に必要事項を記入し、
　　　下記申込期間中に高齢・障がい福祉課へ出展申込手続きを
　　　してください。
※なお、申込作品が多数の場合は、主催者側で出展者一人あたり
　の作品数を限定させていただきますのでご了承願います。

詳しくは
こちら▼



お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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保
険
料
に
つ
い
て

■
保
険
料
の
決
定

　
令
和
8
年
度
の
国
民
健
康
保
険

料
の
決
定
に
伴
い
、
国
民
健
康
保

険
料
納
入
通
知
書
を
6
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。

▼
普
通
徴
収

　
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
て
、

6
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で
の
10
期

割
り
で
国
民
健
康
保
険
料
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　
次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す

る
場
合
、
保
険
料
は
世
帯
主
の
対

象
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）

さ
れ
ま
す
。

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
被

　
保
険
者

②
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

　
全
員
が
65
歳
以
上

③
世
帯
主
の
特
別
徴
収
対
象
年
金

　
額
が
18
万
円
以
上
で
、
特
別
徴

　
収
額
と
介
護
保
険
料
の
合
計
額

　
が
対
象
年
金
額
の
2
分
の
1
を

　
超
え
な
い
場
合

※
特
別
徴
収
の
対
象
の
方
は
、
6

　
月
の
納
入
通
知
書
に
記
載
し
て

　
い
ま
す
。
ま
た
、
年
金
か
ら
の

　
特
別
徴
収
は
、申
し
出
に
よ
り
、

　
口
座
振
替
に
変
更
可
能
で
す
。

■
減
免
申
請(

申
請
は
毎
年
必
要)

　
災
害
や
失
業
・
休
業
な
ど
に
よ

り
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
と

き
、
減
免
要
件
に
該
当
す
る
方
は

保
険
料
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎(

275)

６

３
７
４

交
通
事
故
等
（
第
三
者
行
為
）

に
あ
っ
た
と
き
は
届
出
を

　
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
等
の
よ

う
な
第
三
者
か
ら
傷
病
を
受
け
た

場
合
に
は
、
損
害
賠
償
と
し
て
加

害
者
が
被
害
者
の
治
療
費
を
負
担

す
る
の
が
原
則
で
す
。

　
た
だ
し
、
窓
口
に
届
け
出
る
こ

と
で
、
国
民
健
康
保
険
で
医
療
機

関
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
を
使
用
さ
れ
る
際

に
は
必
ず
事
前
に
健
幸
増
進
課
に

連
絡
し
て
使
用
許
可
を
と
り
、
す

み
や
か
に
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷

病
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取

っ
た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
た
り
す

る
と
国
民
健
康
保
険
が
使
え
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
の
前
に

問
合
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎(

275)

６

３
７
４

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

猶
予
を
受
け
た
期
間
は
追
納

で
き
ま
す

　　
免
除
・
猶
予
を
受
け
た
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
遡
っ
て
納
め
る
こ
と

（
追
納
）が
で
き
ま
す
。

　
追
納
額
は
、免
除・猶
予
を
受
け

た
当
時
の
保
険
料
に
、
経
過
し
た

期
間
に
応
じ
て
一
定
の
額
を
加
算

し
た
金
額
に
な
り
ま
す
。(

２
年

を
経
過
し
て
い
な
い
期
間
に
つ
い

て
は
加
算
さ
れ
ま
せ
ん)

　
追
納
は
、
免
除
さ
れ
た
期
間
の

古
い
順
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て

市役所からのお知らせ

年度 全額免除※ 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
H 28 年度の月分 16,850円 12,630円 8,420円 4,210円
H 29 年度の月分 17,070円 12,800円 8,530円 4,260円
H 30 年度の月分 16,900円 12,670円 8,450円 4,220円
R 元 年度の月分 16,950円 12,720円 8,470円 4,240円
R 2 年度の月分 17,070円 12,800円 8,530円 4,260円
R 3 年度の月分 17,110円 12,830円 8,550円 4,270円
R ４ 年度の月分 16,990円 12,740円 8,490円 4,250円
R 5 年度の月分 16,770円 12,580円 8,380円 4,190円

高石市議会 3役決まる
　5月14日に開催された令和8年第2
回高石市議会臨時会において、議長
に奥田悦雄氏、副議長に阪口茂氏、
監査委員に松本善弘氏が選出されま
した。
問合先　議会事務局☎（275)6453

議長
阪口 茂

　平成７年に初当選し、
現在６期目。この間、議
長、副議長、議会運営委
員会委員長などを歴任さ
れています。

　平成31年に初当選し、
現在２期目。この間、副
議長、監査委員、総務文
教委員会委員長などを歴
任されています。

　平成23年に初当選し、
現在４期目。この間、副
議長、監査委員、予算委
員会委員長などを歴任さ
れています。

（公明党）

副議長
奥田 悦雄
（自由市民の会）

監査委員
　松本 善弘
（大阪維新・無所属の会）

今月が納期限の税金

　　〈市民税〉〈府民税〉　　　
〈森林環境税〉 

第1期分
6月30日までにお近くの 

金融機関またはコンビニエンス 
ストア等で納めてください。

問合先　税務課（275）6094

令和8年度  国民年金保険料追納額（加算額を含む）
い
ま
す
。た
だ
し
、猶
予
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
期
間

を
優
先
し
て
納
め
ま
す
。

※
法
定
免
除
、
納
付
猶
予
、
学
生

　
納
付
特
例
を
含
む
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎(

275)

６

２
４
１
ま
た
は
堺
西
年
金
事
務
所

☎(

243)

７
９
０
０
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の 

簡
易
申
告
制
度

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
賦
課
決
定
や
高
額
療
養
費
の
自

己
負
担
限
度
額
判
定
の
た
め
に
、

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
に
所
得
額（
所
得
額
が「
0
円
」

の
場
合
も
含
む
）の
申
告
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
告
を
さ
れ

て
い
な
い
方
は
健
幸
増
進
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎(

275)

６

３
９
２

事
業
所
の
皆
さ
ん
廃
棄
物
の

処
理
に
ご
協
力
を

　
事
業
者
は
、
事
業
活
動
に
伴
っ

て
発
生
し
た
廃
棄
物
を
自
ら
の
責

任
で
適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。特
に
、感
染
症
廃
棄
物

（
医
療
系
廃
棄
物
）は
、
廃
棄
物
処

理
法
に
よ
り
特
別
管
理
廃
棄
物
と

定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
専
門
業

者
へ
処
分
を
委
託
す
る
な
ど
の
自

己
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
環
境
政
策
課
☎（
275
）６

８
３
４

市役所からのお知らせ

府
道
大
阪
臨
海
線
沿
い
　
　
　

市
営
浜
墓
地
使
用
者
募
集

　

申
請
資
格　
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

①
令
和
7
年
7
月
１
日
以
前
か
ら

本
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
引
き

続
き
使
用
許
可
日
に
本
市
に
住
民

登
録
の
見
込
み
が
あ
る
方
②
墓
地

を
お
持
ち
で
な
い
方
③
焼
骨（
遺

骨
）
を
お
持
ち
の
方
、
ま
た
は
寺

院
等
に
預
け
て
い
る
方
。
な
お
、

戦
死
・
水
難
な
ど
で
遺
骨
の
な
い

方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
許
可
を
受
け
た
方
は
、
許
可
を

　
受
け
た
日
か
ら
２
年
以
内
に
使

　
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

募
集
区
画　
5
区
画

使
用
料　
55
万
円

管
理
料　

２
万
９
２
５
０
円(
10

年
分
一
括
納
付)

提
出
書
類　
①
墓
地
使
用
許
可
申

請
書
（
７
月
１
日
か
ら
市
民
課
で

配
付
）
②
住
民
票
（
申
請
者
の
本

籍
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

③
埋
火
葬
許
可
証
（
原
本
）

申
請　
7
月
15
日
〜
31
日
に
市
民

課
へ
本
人
ま
た
は
家
族
の
方
が
直

接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

抽
選　
8
月
18
日
午
後
2
時
か
ら

市
役
所
別
館
（
3
階
）

問
合
先　
市
民
課
☎(

275)

６
２
１

９

余
っ
た
無
料
普
通
ご
み
処
理
券

と
日
用
品
の
交
換
期
間
延
長

期
間　
7
月
31
日（
金
）ま
で

※
土
・
日
・
祝
は
実
施
し
て
お
り

　
ま
せ
ん

場
所　
環
境
政
策
課

交
換
品　
無
料
普
通
ご
み
処
理
券

8
〜
14
枚
…
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ

ー
1
ロ
ー
ル
、
15
枚（
1
シ
ー
ト
）

…
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
2
ロ
ー

ル
、30
枚（
２
シ
ー
ト
）
…
30
リ
ッ

ト
ル
の
ご
み
袋
10
枚

※
交
換
品
が
な
く
な
り
次
第
終
了

持
物　
持
ち
帰
り
用
の
袋

問
合
先　
環
境
政
策
課
☎（
275
）６

８
３
４

身
近
な
み
ど
り
を
育
て
ま
し
ょ

う
　
各
地
域
や
職
場
の
み
な
さ
ん
が

共
同
で
緑
化
す
る
際
に
、
樹
木
の

無
料
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

樹
種　

キ
ン
モ
ク
セ
イ
、
サ
ザ

ン
カ
、
セ
イ
ヨ
ウ
カ
ナ
メ
ほ
か

（
1
ヵ
所
あ
た
り
10
本
以
上
の
申

請
が
必
要
）

募
集　
40
人
（
先
着
順
）

申
込
・
問
合
先　
8
月
31
日
ま
で

に
環
境
政
策
課
☎（
275
）６
８
３
４

泉大津市・高石市・忠岡町の
気になる情報をお届けします！

日程  9 月 15日（火）、29日（火）
申込・問合先　忠岡町ファミ
リー・サポート・センター（忠岡
町立地域子育て支援センター）
☎0725（32）6479

日程  6月28日（日）～ 7月2日（木）
申込・問合先　いずみおおつ 
ファミリー・サポート・センター
（泉大津市社会福祉協議会）
☎0725（22）4152

日程  7 月 16日（木）、17日（金）、
　　　7月 24日（金）
申込・問合先　たかいしファミ
リー・サポート・センター（高石
市社会福祉協議会）
☎（261）3698

泉大津市・高石市・忠岡町は地域の持続的な発展をめざして広域で連携し、地域
課題の解決と活性化を目的にした「連携協定」を締結しています。

を助援のて育子（員会供提のータンセ・トーポサ・ーリミァフ「、りよに携連のこ
行いたい人）」になるための講習会を、それぞれの市町の住民が相互に受講できる
ようになり、地域の子育てを応援したい人がより活動しやすくなりました。
これからも、ファミリー・サポート・センター事業が利用しやすい環境となるよ
う取り組みを推進します。

ファミサポの提供会員になるための講習会を
2市1町のどこでも受講できます
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指
定
屋
外
喫
煙
場
所
が
利
用

で
き
な
く
な
り
ま
す

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
高
石
駅
前

店（
綾
園
1
丁
目
11ｰ

2
）様
の
ご

協
力
に
よ
り
、
同
店
の
喫
煙
所
を

指
定
屋
外
喫
煙
場
所
と
し
て
ご
利

用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、

6
月
30
日
を
も
っ
て
、
同
店
の
喫

煙
所
が
撤
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
高
石
駅
を
含
む
主
要
駅
周
辺
の

路
上
喫
煙
禁
止
区
域
で
の
喫
煙
は

禁
止
で
す
。望
ま
な
い
受
動
喫
煙

を
防
ぐ
た
め
周
り
の
方
へ
の
配
慮

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
環
境
政
策
課
☎（
275
）６

８
３
４

６
月
は
ゴ
キ
ブ
リ
駆
除
月
間
　
　

ゴ
キ
ブ
リ
対
策
は
万
全
で
す
か
？

　
ゴ
キ
ブ
リ
は
、夜
行
性
の
た
め
、

主
に
夜
に
動
き
回
っ
て
色
々
な
も

の
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
り
、
雑
菌

を
運
ん
で
し
ま
う
害
虫
で
す
。

　
暖
か
く
な
る
と
ゴ
キ
ブ
リ
の
活

動
が
活
発
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
対
策
と
し
て
は
、
食
べ
残
し
を

片
付
け
、
生
ご
み
の
処
理
を
き
ち

ん
と
す
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
水

回
り
は
１
日
の
最
後
に
は
き
れ
い

に
拭
き
取
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ゴ
キ
ブ
リ
は
、
ご
み
や
ほ
こ
り

な
ど
汚
れ
が
多
い
場
所
や
、
物
が

所
狭
し
と
置
か
れ
た
場
所
を
好
み

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
環
境
を
作
ら

な
い
こ
と
も
ゴ
キ
ブ
リ
を
増
や
さ

な
い
対
策
と
な
り
ま
す
。
日
頃
の

掃
除
の
参
考
に
さ
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

問
合
先　
環
境
政
策
課
☎（
275
）６

８
３
４

蚊
媒
介
感
染
症
を
防
ぎ
ま
し

ょ
う

　
夏
に
向
け
て
気
温
が
高
く
な
り
、

蚊
が
発
生
す
る
季
節
に
な
り
ま
し

た
。
近
年
、
海
外
で
は
、
病
原
体

を
持
っ
た
蚊
に
刺
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
病
気
に
な
る
デ
ン
グ
熱
や
ジ

カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
の
「
蚊

媒
介
感
染
症
」
が
流
行
し
て
い
ま

す
。
海
外
か
ら
の
渡
航
者
な
ら
び

に
海
外
か
ら
の
帰
国
者
が
、
海
外

で
感
染
し
、
日
本
で
発
症
し
た
事

例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
幼
虫
対
策
と
し
て
植
木
鉢
の
受

け
皿
や
空
き
缶
な
ど
に
水
を
た
め

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
成
虫

対
策
と
し
て
は
、
や
ぶ
や
草
む
ら

の
草
刈
り
を
行
い
、
生
育
場
所
を

減
ら
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
家
屋
内
は
防
虫
網
な
ど
に
よ
っ

て
蚊
の
侵
入
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

草
む
ら
な
ど
に
入
る
と
き
は
、
肌

を
露
出
し
な
い
よ
う
な
服
装
で
、

長
そ
で
、
長
ズ
ボ
ン
の
着
用
を
し

て
く
だ
さ
い
。
虫
よ
け
ス
プ
レ
ー

や
蚊
取
り
線
香
の
併
用
も
効
果
的

で
す
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎（
275
）6

３
８
１

野
山
に
入
ら
れ
る
方
へ　
　
　

ダ
ニ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
春
か
ら
夏
に
か
け
て
ダ
ニ
の
活

動
が
活
発
化
し
て
お
り
、
野
山
な

ど
に
あ
る
草
む
ら
へ
入
る
と
き
に

は
野
外
に
い
る
吸
血
性
の
ダ
ニ
に

刺
さ
れ
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で

す
。

　
通
常
は
、
刺
さ
れ
た
時
に
痛
み

や
か
ゆ
み
な
ど
を
感
じ
ま
せ
ん
が
、

病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
ダ
ニ
に

刺
さ
れ
る
と
感
染
症
に
罹
患
す
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。（
す
べ
て
の
ダ

ニ
が
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
訳

で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

　
草
む
ら
な
ど
に
入
る
と
き
は
肌

の
露
出
を
避
け
る
、
ナ
イ
ロ
ン
製

な
ど
の
表
面
が
滑
ら
か
な
衣
服
を

着
用
し
、
防
虫
剤
な
ど
を
活
用
し

ま
し
ょ
う
。

刺
さ
れ
た
場
合

　
自
分
で
対
処
せ
ず
に
皮
膚
科
や

内
科
な
ど
医
療
機
関
を
受
診
し
て

お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

　令和8年7月1日申請分よりパスポートの手数料が大幅に引き下がります。
7月1日以降の申請は、電子申請・窓口申請のいずれにおいても、交付まで通常2～3週間のところ、約1ヵ月を要する
可能性があります。6月30日以前に申請いただいている方で、受取予定日が7月1日以降の方は、改定前料金でのお支
払となります。なお、申請の取り下げは出来かねますのでご留意ください。　問合先　市民課☎（275)6212

パスポートが変わります！パスポートが変わります！7月 1日より7月 1日より

く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
増
進
課
☎（
275
）6

３
８
１

市
長
の
所
得
等
報
告
書
等
の

閲
覧

「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
高

石
市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
」に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
、

市
長
の
所
得
等
報
告
書
等
を
6
月

30
日
か
ら
総
務
課
で
閲
覧
で
き
ま

す
。

問
合
先　
総
務
課
☎（
275
）６
１
９

７マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休

日
交
付
窓
口

　
開
庁
時
間
中
に
来
庁
で
き
な
い

方
は
、次
の
日
程
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
受
取
等
が
で
き
ま
す
。

日
時　
7
月
11
日（
土
）午
前
9
時

〜
正
午

場
所　
市
役
所
本
館（
１
階
）

取
扱
業
務　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
受
取
な
ど

※
年
間
休
日
窓
口
の

　

日
程
は
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
市
民
課
☎(

275)

６
２
１

２

種別 窓口申請(改定後) 電子申請(改定後)

10 年（18 歳以上） 9,300 円 8,900 円

5 年（18 歳以上） 18 歳以上５年旅券廃止

残存有効期間同一旅券 5,800 円 5,400 円

種別 窓口申請(改定後) 電子申請(改定後)

5 年（18 歳未満） 4,800 円 4,400 円
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小
中
学
校
校
舎
外
壁
等
改
修

工
事
に
つ
い
て

　
学
校
の
外
壁
等
改
修
工
事
の
実

施
に
伴
い
、
騒
音
や
振
動
、
交
通

規
制
な
ど
で
ご
迷
惑
を
お
か
け
い

た
し
ま
す
。
何
卒
ご
理
解
ご
協
力

の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

期
間　

６
月
下
旬
〜
10
月
中
旬

（
予
定
）

場
所　
加
茂
幼
稚
園
、
高
石
・
高

陽
小
学
校
、
高
石
・
高
南
・
取
石

中
学
校

問
合
先　
教
育
総
務
課
☎(

275)

６

４
２
８

教
科
書
展
示
会

　
令
和
6
年
度
よ
り
使
用
し
て
い

る
小
学
校
教
科
書
と
、
令
和
７
年

度
よ
り
使
用
し
て
い
る
中
学
校
教

科
書
の
見
本
を
ど
な
た
で
も
ご
覧

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時　
６
月
8
日
〜
7
月
15
日
の

午
前
10
時
〜
午
後
5
時
（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

場
所
・
問
合
先　
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
☎（
262
）７
０
０
５

し
な
い 

さ
せ
な
い 

就
職
差
別

　
就
職
の
面
接
で
、
本
人
や
家
族

の
出
身
地
・
職
業
、
思
想
・
信
条

な
ど
を
質
問
す
る
こ
と
は
、
本
人

に
責
任
の
な
い
事
項
や
本
来
自
由

で
あ
る
べ
き
事
項
で
応
募
者
を
判

断
す
る
こ
と
に
な
り
、
就
職
差
別

に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

【
相
談
対
応
】

　
大
阪
府
及
び
大
阪
労
働
局
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
）
に
お
い
て
、
公
正

採
用
選
考
に
関
す
る

相
談
を
実
施
し
ま
す
。

相
談
窓
口
は
こ
ち
ら

問
合
先　
府
商
工
労
働
部
雇
用
推

進
室
☎
０
６（
６
２
１
０
）９
５
１

８６
月
は
危
険
物
安
全
月
間
　
　

身
近
な
危
険
物
に
ご
注
意
を
！　

　

危
険
物
の
取
扱
い
を
誤
る
と
、

大
き
な
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

近
年
は
、
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー

な
ど
に
使
わ
れ
る
リ
チ
ウ
ム
イ
オ

ン
電
池
の
火
災
も
増

え
て
い
ま
す
。日
頃

か
ら
適
正
な
管
理
を

心
掛
け
、事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
堺
市
消
防
局
☎（

238
）６

０
０
６

みんない
っしょに生きる社会を施行から10年

～「部落差別の解消の推進に関する法律」～ みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

国
際
化
が
進
み
、日
本
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
の
外
国
人
が
在
留
し
て
い
ま
す
。令

和
７
年
末
の
在
留
外
国
人
数
は
、４
１
２
万
５
３
９
５
人
で
、過
去
最
高
を
更
新
す
る

と
と
も
に
、初
め
て
４
０
０
万
人
を
超
え
ま
し
た
。

　

大
阪
府
で
み
る
と
、
令
和
６
年
12
月
31
日
現
在
で
、
１
７
６
ヵ
国
・
地
域
、
約

33
万
４
千
人
の
外
国
人
が
暮
ら
し
て
お
り
、こ
れ
は
、府
民
の
26
人
に
１
人
が
外
国
人

と
い
う
計
算
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、多
く
の
外
国
人
が
暮
ら
す
と
と
も
に
、就
労
で
は
幅
広
い
分
野
の
職

業
に
従
事
し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
中
、文
化
、習
慣
、価
値
観
へ
の
理
解
が
不
十
分
で

あ
る
こ
と
等
か
ら
、外
国
人
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
た
入
居
拒
否
、賃
金
や
労
働
時
間
が
日

本
人
と
異
な
る
な
ど
の
就
労
に
お
け
る
不
利
益
な
扱
い
な
ど
の
事
案
が
発
生
し
て
い

ま
す
。ま
た
、日
本
語
で
の
会
話
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

り
、騒
音
や
ゴ
ミ
出
し
な
ど
の
文
化
や
生
活
習
慣
の
違
い
に
よ
り
、住
民
と
摩
擦
が
生

じ
た
り
す
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。一
方
、社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
人
種
又
は
民
族
を

理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
、い
わ
ゆ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
、人
と
し
て
の
尊

厳
を
傷
つ
け
、差
別
意
識
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、許
さ
れ
な
い
行
為
で
す
。

　

国
籍
や
民
族
な
ど
の
異
な
る
人
々
が
、互
い
の
文
化
的
な
違
い
を
認
め
合
い
、多
様

性
を
受
け
入
れ
、国
際
的
視
野
に
立
っ
て
一
人
ひ
と
り
の
人
権
を
尊
重
し
、と
も
に
生

き
て
い
く「
多
文
化
共
生
社
会
」を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

�

外
国
語
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０(

０
９
０)

９
１
１

		


�

人
権
・
生
活
相
談
課
☎（
275
）６
２
７
９

　「多文化共生」 
～外国人の人権を尊重しましょう～
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消費生活センターだより
Consumer serv ice center newsletter

　

令
和
７
年
度
の
消
費
生
活
相
談
件
数
は

６
０
０
件
で
し
た
。
内
訳
は
苦
情
が
５
５
４

件
、
問
合
わ
せ
が
４
６
件
で
す
。　

　

通
信
販
売
の
ト
ラ
ブ
ル
が
２
０
６
件
で
、

全
体
の
３
４
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
ま
す
。

　

米
不
足
に
よ
る
米
価
格
の
上
昇
に
乗
じ
て

偽
通
販
サ
イ
ト
が
現
れ
、
注
文
し
た
の
に
商

品
が
届
か
な
い
と
い
う
相
談
が
複
数
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
怪
し
い
投
資
話
や
簡
単
に
儲
か

る
と
い
う
副
業
の
ト
ラ
ブ
ル
も
、
き
っ
か
け

は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
広
告
に
よ
る
も
の
で
す
。
水
漏
れ
、

家
電
修
理
等
の
暮
ら
し
の
緊
急
事
態
に
、
検

索
画
面
上
位
に
出
て
き
た
サ
イ
ト
に
連
絡
し

た
結
果
、
高
額
請
求
を
受
け
る
な
ど
の
ト
ラ

ブ
ル
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ａ
Ｉ
に
相
談
す
る
と
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
へ
の
相
談
を
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
声

が
寄
せ
ら
れ
始
め
ま
し
た
。

　

通
信
販
売
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
誰
も
が
被
害

に
遭
う
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
少
し
の
注

意
で
防
げ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

通
信
販
売
の
ト
ラ
ブ
ル
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

安
全
で
公
正
な
消
費
社
会
を
つ
く
る

～
消
費
者
と
し
て
心
が
け
る
こ
と
～

令
和
７
年
度　
消
費
生
活
相
談
概
要

順位 商品・サービス 件数 主な内容
1 商品一般 107 不審な音声電話、迷惑メール、クレジットカードの不正利用
2 各種サービス 61 有料質問サイトのサブスクリプション、副業サポート
3 教養娯楽品 51 ネット通販の詐欺サイト、新聞、電子タバコの定期購入
4 運輸・通信サービス 45 ネット回線の電話勧誘、公共放送受信料、引っ越し
5 教養・娯楽サービス 39 講座・教室、未成年者のオンラインゲーム課金
6 金融・保険サービス 36 医療保険・損害保険、多重債務、投資詐欺
7 食料品 33 米の詐欺サイト、健康食品の定期購入
７ 保険・福祉サービス 33 脱毛サロンの倒産、訪問販売で勧誘された排水管清掃
9 被服品 32 SNS広告経由の詐欺サイト、ネット通販の返品交換

10 住居品 25 冷房機器の詐欺サイト、商業施設で勧誘されたウォーターサーバー

場所　市役所本館２階
時間　9:00〜16:45
休業日　土・日曜日・祝日
※来庁をご希望される場
　合は事前 にお電話くだ
　い
※休業日は「消費者ホット
　ライン」☎188へお問い
　合わせください

困ったときは、
消費生活センターへ
☎（267）5501

令和7年度　商品別相談上位件数

  

事
例
１  

■
お
得
な
ク
ー
ポ
ン
で
定
期
購
入
に
！

　
初
回
９
８
０
円
で
い
つ
で
も
解
約
可
能
な

美
容
液
を
注
文
す
る
と
、
割
引
ク
ー
ポ
ン
が

表
示
さ
れ
た
。
お
得
に
な
る
な
ら
と
選
択
す

る
と
、
４
回
購
入
が
条
件
の
定
期
コ
ー
ス
に

変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
初
回
で
の
解
約
を

申
し
出
た
が
、
事
業
者
が
応
じ
て
く
れ
な
い
。

【
対
応
】「
広
告
で
は
い
つ
で
も
解
約
と
う
た

い
な
が
ら
、
注
文
後
の
割
引
ク
ー
ポ
ン
で
回

数
の
縛
り
を
設
け
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
」

と
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
が
指
摘
す
る
こ
と
で
、

事
業
者
が
初
回
で
の
解
約
に
応
じ
ま
し
た
。

  

事
例
2  

■
途
中
で
入
力
を
や
め
た
は
ず
が
注
文
完
了
に
…

　
健
康
に
良
い
と
の
ネ
ッ
ト
広
告
を
見
て
、

靴
の
中
敷
き
を
注
文
し
よ
う
と
購
入
画
面
に

氏
名
や
住
所
を
入
力
。
支
払
方
法
を
選
択
す

る
際
、
気
が
変
わ
っ
て
注
文
確
定
ボ
タ
ン
を

押
さ
ず
に
画
面
を
閉
じ
た
。
注
文
は
完
了
し

て
い
な
い
は
ず
な
の
に
、
３
日
後
に
商
品
が

届
い
た
う
え
、
定
期
購
入
に
な
っ
て
い
た
。

【
対
応
】
事
業
者
が
「
注
文
を
受
け
た
」
と

言
い
張
り
、
非
を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
注

文
の
入
力
途
中
で
中
断
す
れ
ば
、
本
来
そ
の

注
文
は
無
効
に
な
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、

途
中
の
入
力
情
報
で
あ
た
か
も
注
文
が
成
立

し
た
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
現

状
で
は
立
証
が
困
難
で
交
渉
は
難
航
し
ま
す
。

  

事
例
3  

■
広
告
と
違
う
粗
悪
品
が
届
い
た

　
動
画
サ
イ
ト
の
広
告
動
画
で
は
「
ス
イ

ッ
チ
を
入
れ
る
と
１
秒
で
１
６
度
～
２
０

度
の
冷
風
が
出
て
、
ク
ー
ラ
ー
が
要
ら
な

い
」
と
宣
伝
さ
れ
て
い
た
が
、
届
い
た
商

品
は
お
も
ち
ゃ
の
よ
う
で
全
然
涼
し
く
な

い
。
販
売
サ
イ
ト
は
電
話
番
号
も
な
く
メ

ー
ル
で
連
絡
し
て
も
返
信
が
な
い
。
購
入

後
、
契
約
時
に
記
載
し
た
電
話
番
号
に
不

審
な
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。

【
対
応
】
大
学
や
大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
と

の
共
同
研
究
と
い
っ
た
嘘
の
広
告
が
複
数

見
ら
れ
ま
し
た
。
事
業
者
と
連
絡
が
取
れ

な
け
れ
ば
被
害
回
復
は
望
め
ま
せ
ん
。

　
健
全
な
市
場
を
構
築
す
る
た
め
に
も
、

悪
徳
業
者
や
嘘
の
広
告
を
見
抜
く
知
識
を

身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

  

日
頃
か
ら
心
が
け
た
い
こ
と  　

●
商
品
や
価
格
な
ど
の
情
報
に
疑
問
や
関

心
を
持
つ

●
広
告
を
鵜
呑
み
に
し
な
い

●
積
極
的
、
主
体
的
に
情
報
を
集
め
る

●
お
得
だ
か
ら
と
の
理
由
だ
け
で
買
う
習

慣
を
見
直
す

●
購
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
商
品
の
販
売

事
業
者
と
製
造
事
業
者
を
必
ず
確
認
す
る

お
知
ら
せ

健
康
だ
よ
り

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス
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近
年
、カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
言
わ

れ
る
消
費
者
の
言
動
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

感
情
的
に
な
る
と
真
意
が
伝
わ
ら
な
い
ば
か
り

か
、対
応
す
る
人
の
働
く
環
境
を
害
し
て
し
ま
い
、

業
務
妨
害
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
・

開
発
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、消
費
者
の

声
を
適
切
に
伝
え
る
こ
と
は
重
要
で
す
。ま
ず

は
冷
静
に
今
の
状
況
や
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え

ま
し
ょ
う
。た
だ
し
、事
業
者
へ
伝
え
た
主
張
は
、

必
ず
し
も
通
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。回
答
に
納

得
が
い
か
な
い
場
合
は
、消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

消
費
者
の
声
を
事
業
者
に
　

　
　
　
　   

伝
え
た
い
と
き
は

事業者への上手な意見の伝え方チェックリスト

　ひと呼吸、おこう
　感情的な言葉にならないように、まずはひと呼吸おいて冷静に。

　気持ちを落ち着けましょう。

　具体的に伝えよう
　何を、どのようにしてほしいのか、またその理由について、相手に
　分かるように具体的に伝えましょう。暴力や暴言は論外です。

　相手の話を最後まで聞こう
　一方的に話をしていませんか。相手の言い分や理由を最後までしっ
　かり聞いて、理解するようにしましょう。

　相手(従業員等)の立場を理解しよう
　担当者によってはすぐに対応ができない場合もあるかもしれません。

　相手に敬意をもって接しよう
　顧客も従業員も同じ「人間」です。行きすぎた言動によって傷つい
　てしまいます。お互いに敬意をもって、相手を思いやって、尊重し
　合うことが大切です。

　消費生活センターでは、消費生活トラブル対策本「くらしの豆知識」を
配布しています。

「お試し、１回だけ」が実は定期購入だった！
　　　　「返品」だけでは解約になりません

※独立行政法人国民生活センター「見守り新鮮情報　第513号」から抜粋・イラスト黒崎玄

■ 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注
文したら実は定期購入だったというケースがあります。
■ 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒
否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
■ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていない
か、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、
これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

　SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後、同じ商品が届いたが、
注文した覚えがないので、その旨と解約希望の書面を同封して返品した。返品後、
請求書が届いていたが、無視していたところ、法律事務所から最終通告のような
封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。（70歳代）

　ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2
回目が届いたので送り返した。すると、後日、請求書だけが送られてきた。支払わ
ず放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。（70歳代）

事例1

事例2

休業日 土・日曜日、祝日
時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

※休業日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

※来庁をご希望される場合は事前
　 にお電話ください

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r

※独立行政法人国民生活センター「くらしの豆知識2026年版」から抜粋


